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下野市議会議員政治倫理条例の一部改正について 

 

上記の議案を、別紙のとおり下野市議会会議規則第１４条の規定により提出す

る。 

 

 

 

 

  



下野市条例第  号 

 

下野市議会議員政治倫理条例の一部を改正する条例 

 

 下野市議会議員政治倫理条例（平成１９年下野市条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

第１１条第１項を次のように改める。 

議員の配偶者は、市との請負契約等に関して、法第９２条の２の規定の趣旨

を尊重するよう努めなければならない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

下野市議会議員政治倫理条例新旧対照表 

改正案 現行 

（市との請負契約等に関する遵守事項） （市との請負契約等に関する遵守事項） 

第１１条 議員の配偶者は、市との請負契約等に

関して、法第９２条の２の規定の趣旨を尊重 

                  する

よう努めなければならない。 

第１１条 議員の配偶者は、         

    法第９２条の２の規定の趣旨を尊重

し、市との請負契約等に関する契約を辞退する

よう努めなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

 


